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２．司法実務における短編動画の権利性質の判
断について

　おわりに

はじめに

　本件は、「2018年中国法院の10大知的財産権事件」
に選ばれたものである。本件では、短編動画が著作
権法上の著作物に該当するか、及びインターネット
サービスプロバイダの責任をどのよう認定すべきか
は議論されていた。短編動画は近年、インターネッ
トコンテンツ配信の新しい形態として、創作のハー
ドルが低く、撮影時間が短く、テーマが明確であり、
社会的でインタラクティブであり、広がりやすい等
の特徴を有し、凝縮された動画により私生活の断片
を記録・共有したり、他人の私生活の断片を見たり
することことができるため、一般の人々に人気が極
めて高い。短編動画の時間は通常数十秒から数分間
程度である。また、時間があまり短く、表せる内容
が限られており、且つ創作のハードルが低いなどの
理由で著作権上の著作物に該当するかについて、学
界及び実務界で多くの議論を巻き起こした短編動画
もある。北京インターネット法院が設立してから取
り扱った１件目の案件として、本件は主要メディア
からも注目を集めている。本文では、短編動画が著
作物と認められる要件及びそれに対する法官の判断
基準を紹介し、理論及び実務を参酌しながら短編動
画の我が国の『著作権法』における性質判断を分析
する。

Ⅰ　事件概要

１．基本情報
原告：北京微播視界科技有限公司（以下、「微

播視界」という。）。
被告：百度在線網絡技術（北京）有限公司（以下、

「百度在線」という。）。
被告：百度網訊科技有限公司（以下、「百度網訊」

という。）。
判決情報
北京インターネット法院民事判決書（2018）京

0491民初１号

２．事件の経緯
原告は抖音（Tik Tok）短編動画ウェブサイト

及び携帯アプリの運営者である。2018年５月12日
に抖音（Tik Tok）プラットフォームに配信され
た対象短編動画は、抖音（Tik Tok）ユーザーで
ある「黒臉V」が独自で創作してアップロードし
たものである。当該短編動画は長さが13秒であり、
デザイン、アレンジ、編集、パフォーマンス等の
手法を活かして作り出した著作物であり、汶川大
震災10周年を記念するためのものである。「黒臉
V」の授権を得て、原告は対象短編動画の全世界
範囲での独占排他的な情報ネットワーク伝播権及
び原告の名義で権益を保護する権利を享有する。

被告の２社は 拍短編動画アプリの共同運営者
である。被告の２社は原告の許諾を得ずに、対象
短編動画を 拍短編動画携帯アプリに配信し、且
つダンロードや共有サービスを提供し、原告が享
有している対象短編動画の情報ネットワーク伝播
権を侵害した。また、対象短編動画の配信画面上
には抖音（Tik Tok）及びユーザーID番号の透か
しが表示されず、原告の関連技術対策を破る故意
があり、この行為も原告の情報ネットワーク伝播
権を侵害した行為である。

原告は法院に、①被告の２社に原告の著作権
への侵害行為を直ちに停止し、対象短編動画のオ
ンライン配信及びダウンロードサービスを停止す
ることを命じ、②被告の２社に本判決が確定した
日から３日間以内に、百度ウェブサイトのホーム
ページ（www.baidu.com）及び 拍短編動画のユー
ザー端末のホームページで24時間連続で声明を掲
載し、悪影響を除去することを命じ、③被告の２
社に原告へ100万元の損害賠償金及び５万元の合
理的支出費用を支払うことを命じる判決を求めた。

訴訟中、原告は、対象短編動画が削除されたこ
とを認め、「被告の２社に原告の著作権への侵害
行為を直ちに停止し、対象短編動画のオンライン
配信及びダウンロードサービスを停止することを
命じる」という請求を放棄した。

北京市インターネット法院は、原告が対象短編
動画の独占的な情報ネットワーク伝播権以及権益
を保護する権利を享有するため、原告適格が認め
られ、被告が 拍短編動画携帯アプリの運営者で
あり、被告適格が認められ、対象短編動画が独創
性を有するため、映画類似作品に該当し、被疑侵
害動画が 拍短編動画携帯アプリのユーザー（ID


